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新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ 

 

 

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023 年 5 月 22 日開催の本投資法人役

員会において決議しました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、

発行価格及び売出価格等を決定しましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１．公募による新投資口発行（一般募集） 

（1） 発行価格（募集価格） 1 口当たり 148,239 円 

（2） 発行価格（募集価格）の総額  5,114,245,500 円 

（3） 払込金額（発行価額） 1 口当たり 143,449 円 

（4） 払込金額（発行価額）の総額  4,948,990,500 円 

（5） 申込期間 2023 年 5 月 26 日（金） 

（6） 申込証拠金の入金期間 2023 年 5 月 26 日（金）から 

  2023 年 5 月 29 日（月）まで 

（7） 払込期日 2023 年 6 月 1 日（木） 

（8） 受渡期日 2023 年 6 月 2 日（金） 

（注）引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。 

 

２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し） 

（1） 売出投資口数  1,700 口 

（2） 売出価格 1 口当たり 148,239 円 

（3） 売出価額の総額  252,006,300 円 

（4） 申込期間 2023 年 5 月 26 日（金） 

（5） 申込証拠金の入金期間 2023 年 5 月 26 日（金）から 

  2023 年 5 月 29 日（月）まで 
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（6） 受渡期日 2023 年 6 月 2 日（金） 

 

３．第三者割当による新投資口発行（本第三者割当） 

（1） 払込金額（発行価額） 1 口当たり 143,449 円 

（2） 払込金額（発行価額）の総額（上限）  243,863,300 円 

（3） 申込期間（申込期日） 2023 年 6 月 26 日（月） 

（4） 払込期日 2023 年 6 月 27 日（火） 

（注）上記（3）に記載の申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。 

 

【参考】 

１．発行価格及び売出価格の算定 

（1） 算定基準日 2023 年 5 月 25 日（木） 

（2） 算定基準日の投資口価格（終値） 155,200 円 

（3） ディスカウント率 2.50％ 

（注）算定基準日現在の株式会社東京証券取引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値から 2023年 5 月期に係る 1 口当

たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）3,160 円を控除した上で算出しています。 

 

２．シンジケートカバー取引期間 

   2023 年 5 月 27 日（土）から 2023 年 6 月 23 日（金）までの間 

    

３．今回の調達資金の使途 

 一般募集における手取金（4,948,990,500 円）については、特定資産（投資信託及び投資法人に関する

法律（昭和 26 年法律第 198 号、その後の改正を含みます。）第 2 条第 1 項における意味を有します。以

下同じです。）の取得資金の一部及び 2023 年 4 月 27 日付で借り入れた借入金の返済の全部又は一部に

充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部に充当します。なお、

一般募集と同日付をもって決議された本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（243,863,300 円）

については、特定資産の取得に付随する諸費用の一部並びに一般募集及び本第三者割当による新投資口

の発行に係る諸費用の一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の取得資

金の一部に充当します。 

特定資産及び借入金の返済の詳細については、2023 年 5 月 22 日付「資産の取得に関するお知らせ（北

浜一丁目平和ビル、平和不動産北浜ビル）」及び「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さ

い。 

（注）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。 

 

以 上 

 

＊ 本投資法人のホームページアドレス ： https://www.heiwa-re.co.jp/ 
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